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令和７年度定期（工事）監査実施計画 

 

中野区監査委員監査基準第１５条第３項の規定に基づき、令和７年度定期（工事）

監査の実施計画を次のとおり定める。 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定期（工事）監査 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象工事 

契約金額が５千万円以上で、次のいずれかに該当する工事（工事に関連した

委託契約を含む。以下同じ。） 

（１）令和６年度に契約（変更契約を含む。）したもの 

（２）令和５年度以前に契約したもので、令和６年４月１日から令和７年３月３

１日までに工事が完了したもの 

  ２ 監査対象部（課） 

（１）契約事務対象部（課） 

総務部（契約課） 

（２）工事事務対象部（課） 

総務部（施設課） 

都市基盤部（道路建設課、公園課） 

 

第３ 監査の期間 

令和７年９月１６日（火）から令和８年２月２５日（水）まで 

 

第４ 監査の基本方針及び重点事項 

１ 基本方針 

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）

が、適正かつ効率的に執行されているかについて監査する。合わせて、経済性

や有効性についても留意しながら実施する。 

２ 重点事項 

工事の施工管理が適正に行われているか。 

 

第５ 監査の実施方法、実施場所及び日程 

１ 書面監査 

監査対象部（課）に対し工事関係書類の提出を求め、監査事務局内で監査事

務局職員（兼務職員を含む。以下同じ。）が実施する。 

（１）事務的監査 

すべての監査対象工事について、事案決定、契約方法等工事事務手続に関 

し事務的書面監査を行う。 

（２）技術的監査 

すべての監査対象工事について、工事施工状況等に関し技術的書面監査を

行う。 
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  （３）日程 

     令和７年９月１６日（火）から同年１１月２５日（火）まで 

２ 実地監査 

別記の実地監査抽出基準に基づき抽出した工事で特に必要と認めたものにつ

いて、工事施工場所において関係課の職員に施工状況等に関し説明を求め、監

査委員及び監査事務局職員により監査を行う。 

（１）対象工事 

監査委員協議会において別途協議のうえ決定する。 

  （２）日程 

     令和７年１１月１０日（月） 

監査委員協議会において別途協議のうえ決定する。 

  ３ 事情聴取 

    工事に関する事務の執行に関し、監査委員が必要と認めるときは、関連する

部（課）を対象に事情聴取を実施する。 

 

第６ 監査の着眼点 

中野区監査実施要綱第７条に規定する監査等の着眼点のうち、工事監査の着眼

点から選択する。 

 

第７ 監査技術の選択 

中野区監査実施要綱第１２条に規定する監査技術を選択適用して実施する。 

 

第８ 監査事務の日程 

実施計画・細目通知          ８月２８日（木） 

監査開始              ９月１６日（火） 

実地監査対象工事検討      ※ ９月１８日（木） 

実地監査対象工事決定      ※１０月２２日（水） 

工事実地監査           １１月１０日（月） 

書面監査終了           １１月２５日（火） 

書面監査の報告、問題点検討   ※１２月２４日（水） 

講評内容検討          ※ １月１４日（水） 

講評内容決定          ※ １月２１日（水） 

講評、報告（案）検討      ※ ２月 ４日（水） 

報告（案）検討         ※ ２月１２日（木） 

報告（案）検討         ※ ２月１８日（水） 

報告決定            ※ ２月２５日（水） 

   報告書提出・公表          ２月２５日（水） 

（※ 監査委員協議会開催予定） 

 

〈別記〉  

 〇実地監査抽出基準 

１ 大規模新設（改築、改修、改良）工事のうち、実地監査時点で、ある程度躯

体工事等が進捗している工事 

２ 翌年度の監査時点において完成が見込まれる工事 

３ 特殊な工法による工事、特色ある工事、従前例がない工事等 


